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中国の納本制度の現状と新たな動き
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はじめに
　国内出版物を納本によって国立図書館が網羅的に収
集する仕組みは、中国においても制度化されている。
中国唯一の国立図書館として「国の総書庫」（1）の機能
を担う中国国家図書館は、長年にわたり納本制度の下
で蔵書構築を行ってきた。しかし、納本率の低さなど
懸案も少なくない。最近では、オンライン出版物の納
本をめぐって、法整備を含めた議論も活発になっている。
　本稿では、中国の納本制度の概要、中国国家図書館
における出版物納本の現状と問題点、オンライン出版
物の納本など納本制度をめぐる最近の新たな動きを紹
介する。

1. 中国の納本制度のあゆみと中国国家図書館
1.1 納本制度の沿革
　中国では古くは漢の時代から納本制度があったと
され（2）、南宋時代の 1186 年には納本に関する勅令が
発せられている（3）。近代的な納本制度は、清朝末期の
1906	年、大清印刷物専律の制定に始まる（4）。1907 年
には新聞の出版に関する大清報律、1910 年には著作
権に関する大清著作権律が制定され、それぞれに出版
物納本についての規定が設けられた（5）。中華民国成立
後、1914 年に制定された出版法にも、納本に関する
規定が含まれている。ただ、いずれの納本規定も政府
による出版物の管理に主眼が置かれ、図書館への出版
物納本を定めたものではなかった（6）。

1.2 中国国家図書館の成立と納本制度
　中国国家図書館の前身は、清朝末期の 1909 年 9 月
9 日、宣統帝によって設立の裁可が下された京師図書
館である。京師図書館は、辛亥革命を経て 1912 年 8
月 27 日に正式に開館した（7）。
　1916 年 3 月、京師図書館からの求めに応じ、中華
民国教育部は「国内で書籍を出版するときは出版法第
4 条の規定により 2 部納付して登録を行うほか、さら
に 1 部を京師図書館に納めなければならない」という
内容の通知「教育部片奏内务部立案出版之图书请饬该

部分送京师图书馆收藏摺」を出した。これにより京師
図書館への納本が制度化された（8）。
　中華人民共和国成立後は、「すべての図書雑誌の出
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版後、各級出版行政機関と国立図書館に見本を納付し
なければならない」と定めた 1952 年の図書雑誌出版
業・印刷業・図書流通業暫定条例に始まり、納本関連
の行政法規、規則、通達等が順次整備されていった（9）。
中国の納本制度において中国国家図書館は、京師図書
館の時代から度重なる名称変更を経て今日に至るま
で、一貫して納本受け入れ機関の一つと位置付けられ
ている。

2. 現行の納本制度の概要と実態
2.1 現行の納本制度関係法規
　現在、中国の納本制度に関する最も上位の法規は出
版管理条例（10）である。出版管理条例では、「新聞、雑
誌、図書、録音映像製品、電子出版物（11）」が出版物
と定義され、出版者はそれらの出版物の見本を中国国
家図書館、中国版本図書館（12）、国務院（日本の内閣
に相当する）の出版行政主管部門に無償で納付しなけ
ればならないと定めている。出版行政主管部門とは、
国務院直属の新聞出版総署を指す。また、録音映像製
品については別に録音映像製品管理条例（13）も定めら
れ、納本に関する規定が置かれている。いずれにも罰
則規定がある。
　新聞出版総署は、資料種別ごとに録音映像製品出版
管理規定（14）、雑誌出版管理規定（15）、新聞出版管理規
定（16）、電子出版物出版管理規定（17）、図書出版管理規
定（18）などの行政規則を定めている。その中にもそれ
ぞれ納本に関する規定が置かれている。それぞれの納
本関係規定の内容は次頁の表 1 のとおりである。

2.2 納本受け入れ機関と部数
　具体的な納本部数、納本時期、罰則等については、
1991 年に新聞出版署（当時）から出された「『図書・
雑誌・新聞見本の納入方法について』を再通知する
通知」（（91）新出図字第 990 号）（19）による（表 1 参
照）。そのほか、納本促進を目的とする各種の通知が
多数出されている（20）。なお、行政規則等を全面的に
見直す政府方針を受けて、「『図書・雑誌・新聞見本の
納入方法について』を再通知する通知」（（91）新出図
字第 990 号）は 2011 年 3 月 1 日に正式に廃止され、「新
聞出版総署の出版物納本業務の一層の強化に関する通
知」（2011 年 3 月 30 日）に置き換えられた（21）。
　現在定められている納本受け入れ機関と納本部数は
次頁の表 2 のとおりである。

2.3 中国国家図書館における納本率
　1978 年に始まった改革開放政策の下で、中国の経
済システムは大きく変化し、出版流通の形態が多様
化した。計画経済の下では比較的順調だったとされ

る納本制度も、納本率の低下など大きな影響を受け
た。1990 年代初め、中国国家図書館への納本は出版
物の約 4 割にとどまり、図書館側の納本促進の取組み
にもかかわらず、90 年代は納本率が低迷したままで
あった。2000 年の納本率は、図書が 62.23％、雑誌が
79.03％（うち、欠号なしが 42.54％）であった（22）。
　中国国家図書館は、現在もホームページでの積極的
な広報をはじめ納本率向上への努力を重ねている（23）。
しかし、まだ十分な効果が表れているとは言えない。
2004 年から 2009 年までの 6 年間の納本率を示したも
のが表 3（p.	26）である。図書は 60％前後で停滞し
ている。雑誌は 2009 年には 92.62％に達し、納本率
が最も高いが、欠号のないものは 50％台にとどまる。
新聞、録音映像資料、電子出版物の納本率はかなり上
昇してきたが、まだ十分とは言えない。

2.4 中国国家図書館における学位論文の納本
　博士論文の中国国家図書館への納本は、1981 年 5
月に制度化された（24）。中国国内の博士論文の中国国
家図書館における収集率は、現在約 95％に達してい
る（25）。2009 年までに収集した博士論文については、
デジタル化も完了している（26）。
　一方、国内の修士論文も、中国国家図書館は重点的
な収集対象の一つと定めているが（27）、約 20％の収集
にとどまっている（28）。また、電子版の学位論文につい
て、納本規定を明文化することも喫緊の課題である（29）。

3. 現行納本制度の問題点
3.1 不十分な法制度
　現行の出版物納本制度では、図書、雑誌、新聞、録
音映像資料、電子出版物についてそれぞれ個別の法規
がある。表 1 に示したように、関係規定は多岐にわた
り、納本時期、納本部数など具体的な規定にも異同が
あるため、円滑な運用の妨げとなっている。例えば、
最近の中国では、印刷された出版物と電子出版物が
セットになった出版物が多い。しかし、両者の納本事
務がそれぞれ異なる規定に依拠することになるため、
このような組み合わせ資料の納本率に少なからぬ影響
が生じている（30）。また、納本規定の立法レベルが低
いことに加えて、罰則も原則規定にとどまり、実際に
罰則を適用するための詳細な規定が未整備である、と
指摘されている（31）。
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出典：新聞出版総署のウェブサイト記載の各条例・規定を基に筆者が作成した。

表 1　中国の出版物納本関係規定

法規名 公布・施行日
2011 年 3 月 19 日
公布・施行

2011 年 3 月 19 日
公布・施行

2008 年 2 月 21 日公布
2008 年 5 月 1 日施行

2008 年 2 月 21 日公布
2008 年 4 月 15 日施行

2005 年 9 月 30 日公布
2005 年 12 月 1 日施行

2005 年 9 月 30 日公布
2005 年 12 月 1 日施行

2004 年 6 月 17 日公布
2004 年 8 月 1 日施行

1991 年 9 月 11 日公布

納本関係条文（関係部分抜粋）
出版管理条例
（中華人民共和国国務
院令第 594 号）

録音映像製品管理条例
（中華人民共和国国務
院令第 595 号）
図書出版管理規定
（中華人民共和国新聞
出版総署令第 36 号）
電子出版物出版管理規定
（中華人民共和国新聞
出版総署令第 34 号）
雑誌出版管理規定
（中華人民共和国新聞
出版総署令第 31 号）
新聞出版管理規定
（中華人民共和国新聞
出版総署令第 32 号）
録音映像製品出版管理
規定
（中華人民共和国新聞
出版総署令第 22 号）
〈参考〉
「図書・雑誌・新聞見
本の納入方法につい
て」を再通知する通知
（中華人民共和国新聞
出版署（91）新出図字
第 990 号）

第 2 条　本条例にいう出版物とは、新聞、雑誌、図書、録音映像製品、電子出版物等
を指す。
第 9 条　新聞、雑誌、図書、録音映像製品、電子出版物等は、出版者が出版しなけれ
ばならない。
第 22 条　出版者は国の関係規定に基づき、国家図書館（訳註：中国国家図書館のこと。
以下同じ）、中国版本図書館及び国務院出版行政主管部門に見本を無償で納付しなけ
ればならない。
第 67 条　以下の行為については出版行政主管部門が是正を求め、警告する。情状が
重大なものは営業停止又は営業許可証の取り消しに処する。
　（3）出版者が本条例の規定に基づき出版物の見本の納付を行わないとき。
第 12 条　録音映像出版者は、国の関係規定に基づき、国家図書館、中国版本図書館
及び国務院出版行政主管部門に見本を無償で納付しなければならない。
第 44 条　（上記の出版管理条例第 67 条と同様の罰則規定）
第 34 条　図書出版者は、図書の出版から 30 日以内に、国の関係規定に基づき国家図
書館、中国版本図書館、新聞出版総署に見本を無償で納付しなければならない。

第 35 条　電子出版物を発行する前に、出版者は国家図書館、中国版本図書館及び新
聞出版総署に見本を無償で納付しなければならない。

第 43 条　雑誌出版者は各号を出版した日から 30 日以内に、新聞出版総署、中国版本
図書館、国家図書館及び所在地の省・自治区・直轄市新聞出版行政部門にそれぞれ見
本を 3部納付しなければならない。
第 45 条　新聞出版者は国の関係規定に基づき、国家図書館、中国版本図書館、新聞
出版総署及び所在地の省・自治区・直轄市新聞出版行政部門に新聞の見本を納付しな
ければならない。
第 29 条　録音映像出版者及び本体出版物に添付される録音映像製品の出版を許可さ
れた出版者は、録音映像製品を出版した日から 30 日以内に、国家図書館、中国版本
図書館及び新聞出版総署にそれぞれ見本を無償で納付しなければならない。

1979 年 4 月 18 日、国家出版局は「図書・雑誌・新聞見本の納入方法について」
［（79）出版字第 193 号］を改正公布した。以後十数年来、全国の図書・雑誌・新聞見
本の納本業務はおおむね良好である。しかし、新規に設立された出版社、雑誌社、新
聞社の中には、納本に対する理解の欠如から規定どおりの納本を行わないものがある。
また、さまざまな原因から定価が高額である場合納本を望まない出版社があり、中国
版本図書館、北京図書館（訳註：現在の中国国家図書館）、本署出版物見本室の所蔵
に欠落をもたらしている。これは出版管理事業のみならず、国の版本の保存にも影響
を及ぼすものである。よって、1979 年に改正公布した「図書・雑誌・新聞見本の納
入方法について」の規定を再通知し、また、次のとおり通知を補充する。
1.　図書、雑誌、新聞の見本を納本するほか、録音映像出版者の出版する録音映像製
品も新聞出版署、中国版本図書館に見本を納本しなければならない（数量は附表参照）。
2.　図書、雑誌、録音映像出版物は、出版してから 1 か月以内に見本を納本する（郵
送日を基準日とする）。新聞は出版してから1週間以内に郵送し、合冊本（縮刷版、目録、
索引を含む）は出版してから 1 か月以内に郵送する。出版者が半年を経過しても規定
に従った納本を行わないときは、警告処分に処す。それにもかかわらず見本を送付し
ないときは、納本すべき見本の定価の倍額の経済的処罰に処す。情状が重いものは業
務停止とする。
3.　出版物見本の納本はすべて、関係機関に郵送又は直送とする。図書、雑誌、新聞、
録音映像出版物の見本を新聞出版署に郵送するときは、各関係部署にそれぞれ送付さ
れたい。
4.　各出版者の上級主管部門に対する納本、並びに地方出版者の当該地方の出版管理
機関及び図書館に対する納本については、当該主管部門及び当該地方の出版管理機関
が規定する。
5.　国の出版行政管理部門の規定に基づき見本を納本することは、出版者の果たさな
ければならない義務である。各出版者は法制意識を強化し、本業務を重視し、担当者
を置き責任を持って納本業務を果たさなければならない。

出典：“ 表 2.1　納本資料の受入機関、種類、部数 ”. 国立国会図書館関西館図書館協力課編 . 中国国家図書館の現況 . 国立国会図書館 , 
2010, p. 14, （図書館調査研究リポート , 12）.

表 2　中国における納本資料の受け入れ機関、種類、部数

図書
新刊
3部
1部
1部

1部
1部
1部

3部
1部
1部

1部
1部
1部

1部
1部
1部

1部
1部
1部

受け入れ機関

中国国家図書館
新聞出版総署
中国版本図書館

増刷
雑誌 新聞 録音映像資料 電子出版物
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3.2 過剰な納本義務
　現行規定によれば、全国のすべての出版者は、図書・
雑誌については新聞出版総署、中国版本図書館、中国
国家図書館に見本を計 5 部納本しなければならない。
地方政府管轄下の出版者はそれに加えて、地方出版行
政部門とその指定する図書館に一定部数を納本しなけ
ればならない。例えば、広東省新聞出版局・広東省文
化庁 1999 年合同通達では、省管轄下の出版者は新刊
書を出版するたびに、省内 19 の公共図書館に見本を
2 部寄贈するものと定められている。これに従えば、
国、省、市の出版行政部門への納本部数を含め、納本
総数は計 50 部を上回ることになる（32）。
　中国では、1990 年代以降、地方レベルでの納本制
度の法制化が進んできている（33）。地方レベルで納本
制度が整備されるほど、出版者の経済的負担が増し、
中国国家図書館における納本率向上の阻害要因となり
かねない現状がある。
　実際、中国国家図書館への図書の納本部数は、本来
の 3 部に満たない場合が多い。また、経済的利益を重
視して、高額図書を納本しない出版者も多い。特に、
定価が 1 万元以上の図書はめったに納本されない。中
国国家図書館はやむを得ず、一部の高額図書について
は出版社からの納本を 1 部とし、もう 1 部を定価で購
入する方策を取っている（34）。

3.3 増刷の納本
　同一版次で刷りが異なる出版物、即ち増刷の納本に
ついては、当初、納本受け入れ機関のうち中国版本図
書館と出版行政主管部門への納本のみが規定され、中
国国家図書館への納本は要求されていなかった。1991
年の新聞出版署「『図書・雑誌・新聞見本の納入方法
について』を再通知する通知」において、増刷を中国
国家図書館へも納本することが規定に加えられた。た
だ、2011 年 3 月 30 日に新たに出された「新聞出版総
署の出版物納本業務の一層の強化に関する通知」では、
増刷は納本対象とされているが、中国国家図書館への
増刷の納本については明記されていない（35）。
　中国では近年、初版は少ない印刷部数にとどめ、需

要を見極めながら少量の増刷を繰り返すという出版
形態が一般的となっている。統計によれば、1978 年、
全国の図書出版点数は 14,987 タイトル、そのうち増
刷が 3,099 タイトルで増刷率 20.68％、当該年の図書
印刷総数は 37 億 7,424 万冊、1 タイトル当たり平均
印刷数は 25.18 万冊であった。2009 年には、全国の
図書出版点数が 301,719 タイトル、そのうち増刷が
133,423 タイトルで増刷率 44.22％、当該年の図書印刷
総数は 70.37 億冊、1 タイトル当たり平均印刷数は 2.33
万冊であった。増刷をその都度納本するとなれば、出
版者にとってその経済的負担は決して小さくない。一
方、増刷の急増は納本を受け入れる側にとっても、書
庫スペースの確保という別の難題を発生させている（36）。

4. オンライン出版物の納本をめぐる最近の動き
4.1 出版管理条例改正とオンライン出版物
　中国国家図書館では、2003 年 1 月から「ウェブ情
報資源収集保存実験プロジェクト（Web	Information	
Collection	and	Preservation：WICP）」を実施し、主
に政府ウェブサイトと主題ウェブサイトを対象とした
選択的な収集を行っている（37）。
　しかし、現行制度ではオンライン出版物は納本対象
となっていない。近年オンライン情報資源が急増しそ
の重要性も高まる中、オンライン出版物の納本につい
ても議論が盛んになっている。その一つが 2011 年の
出版管理条例改正にあたっての動きであった。
　2011 年 1 月 25 日に意見公募のため公表された出版
管理条例改正案（意見募集稿）に、同条例が対象とす
る出版物及び出版者の定義を拡大する条文が盛り込ま
れた。現行法第 2 条に定める「新聞、雑誌、図書、録
音映像製品、電子出版物」という出版物の定義が、改
正案（意見募集稿）では「新聞、雑誌、図書、録音映
像製品、電子出版物、オンライン出版物」と改められ、
出版者の定義においてもオンライン出版者が加えられ
たのである（38）。オンライン出版物が納本すべき出版
物の範囲に含められることにより、オンライン出版物
にも出版物見本の納本義務が適用されることになる。
しかし国務院第 147 回常務会議に提出され、2011 年 3

表 3　中国国家図書館における出版物納本率（％）

2004 年
64.94
85.84
（51.31）
31.69
（28.56）
6.14
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69.59
86.01
（52.17）
34.00
（32.21）
9.06
26.59

66.11
84.02
（53.23）
40.65
（32.31）
17.76
32.91

59.18
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44.39
（40.76）
34.00
46.04

61.50
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45.00
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92.62
（57.43）
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月 16 日に可決された出版管理条例改正案では、「オン
ライン出版物」の部分は完全に削除されていた。改正
出版管理条例は同 3 月 19 日に公布・施行された。現
段階ではオンライン出版物の納本には未解決の問題が
まだ多く存在するため、立法化には至らなかったとい
う事情がうかがえる（39）。

4.2 図書館におけるオンライン出版物の取扱いに関す
る現行法規

　図書館におけるオンライン出版物の取扱いについて
は、情報ネットワーク送信権保護条例（国務院令第
468 号、2006 年 5 月 18 日公布、同年 7 月 1 日施行）
第 4 条及び第 7 条の規定が関係する（40）。
　情報ネットワーク送信権保護条例第 7 条によれば、
オンライン出版物のうち、①既に損壊したか損壊に瀕
しているもの、②亡失または盗難に遭ったもの、③保
存フォーマットが既に利用不能になったもの、④市場
に全く流通していないもの、⑤表示価格より明らかに
高価で購入するしか方法がないものなどに限り、図書
館はそのデジタル化による複製と長期保存を行うこと
ができると解釈される（41）。
　また、同第 4 条によれば、情報ネットワーク送信権
を保護するための権利者による技術的措置について、
出版者が主体的に解除するに至らない状況において、
図書館はオンライン出版物の技術的措置を回避または
破壊する権利はなく、長期保存も実現できないとさ
れる（42）。今後、オンライン出版物の納本を制度化し、
国の文化遺産として図書館で収集保存し利用に供して
いくためには、このようなオンライン出版物の取扱い
に関する現行法規の規定の見直しを含めて、法整備を
進めていく必要がある（43）。

おわりに
　2011 年の出版管理条例改正案（意見募集稿）には、
出版者に対し、その所在地の省・自治区・直轄市出版
行政部門への納本義務を新たに加える条文改正が含ま
れていた。オンライン出版物の納本と同じく最終的に
は削除されたが、国全体として納本制度の整備を目指
す動きの一つとして注目される。
　中国では十数年前から図書館法の制定に向けた検討
が始まったが、現在足踏み状態となっている。一方、
2011 年からは公共図書館法案の起草作業が本格化し
ている。出版管理ではなく図書館の視点に立った納本
関係規定が、公共図書館法に盛り込まれることを図書
館関係者は期待している（44）。
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